
 

令和５年度 子育て家庭支援セミナー 開催要項 

～ファミリーソーシャルワークをいかに実践・展開していくか～ 
 
 

１ 目  的 
令和５年４月にこども家庭庁が発足し、令和６年４月には改正児童福祉法の施行と、 

子どもに関する取り組みを日本社会の中心におき、全ての子どもたちが福祉や地域から 

切り離されることなく育つことのできる体制の強化が図られている。  

 今日の急激に変化する社会において、子どもと家庭を取り巻く問題が複雑化、多様化 

する中、職員の専門性を高め、関係機関との連携を図ることがより重要なものとなって

いる。 

  保育所や地域子育て支援センター等においては、日々子どもへの保育や保護者への関 

わりの中で、虐待の疑い、ひとり親家庭や外国人家庭など、子育ての課題を抱える家庭 

全体に対し、課題を早期発見し、適切に対応することが求められていることから、家族 

関係を支援するファミリーソーシャルワークの視点・手法の基本を学ぶものとする。 

 

２ 主  催 

社会福祉法人富山県社会福祉協議会 富山県福祉カレッジ 

 

３ 対象・定員 
県内認可保育所・認定こども園・認可外保育所・地域子育て支援センター等において

園長、所長、または中堅やそれに準ずるリーダー職員 

県・市町村子ども行政担当課、市町村社会福祉協議会、児童相談所 等 約４０名 

 

４ 日  時 

令和６年３月１５日（金） 午後１時３０分から午後４時３０分 

 

５ 会  場 

      富山県総合福祉会館（サンシップとやま）２階研修室 

     富山市安住町５番２１号 ＴＥＬ：０７６-４３２－６５１３ 

 

６ 内  容   

［講 義］  

（仮題）「子どもと子育て家庭を取り巻く現状と課題」 

 「ファミリーソーシャルワーク ～子ども、子育て家庭に求められる支援とは～」  

 

［演 習］ 

事例をもとに、解決に向けての支援者の役割、プロセス等を学ぶ。  

 

７ 講  師 

特定非営利活動法人 日本子どもソーシャルワーク協会  

理事長  寺出 壽美子 氏 



 

 

８ 受 講 料 
     ４，０００円 

 

９ 申 込 等 

    別紙申込書に必要事項を記載のうえ、令和６年２月２０日（火）までに FAXにて 

    お申込みください。  

    

１０ 参加決定 

     令和６年２月２９日（木）までに、参加決定通知書を送付します。 

 

１１ そ の 他 

・申込書にご記入いただいた個人情報については、本セミナー以外の目的で使用す 

 ることはありません。 

    ・発熱や咳、風邪症状がある方は参加をご遠慮ください。 

    ・本セミナーの開催について変更が生じる可能性もあり、その場合は富山県福祉カ 

レッジのホームページでお知らせします。 

 https://www.toyama-shakyo.or.jp/tfcollege/ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

［問合せ先］ 

    富山県社会福祉協議会 富山県福祉カレッジ教務課（小林） 

    〒930-0094 富山県富山市安住町５－２１ 富山県総合福祉会館２階 

     TEL：076-432-6513   FAX：076-432-6516 

     Eメール:kobayashi@wel.pref.toyama.jp 

 

https://www.toyama-shakyo.or.jp/tfcollege/

